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 ４ 環境農林委員会における柳下礼子県議の質疑 

2016 年 12 月 16 日 

◆付託議案に対する質疑（農林部関係） 

 

Ｑ．柳下委員 

１ 森林整備推進事業費に１，０６６万６千円

の補正がある。この予算を生かすという意味

で、９月定例会で、会計検査院の指摘等につ

いて、きちんと調べるように質問をした。そ

こで、森林整備加速化・林業再生事業の事業

概要並びに会計検査院の指摘について対象年

度、事業内容、事業地及び事業主体を伺う。 

２ 会計検査院の指摘内容はどのようなもの 

だったのか。また、補助金を過大に受給して

いたということで、全額返還すると思われる

が、返還の見通しはどうか。 

３ 不当とされた補助金について、県としてど

のような指導を行っているのか。 

 

 

Ａ．森づくり課長 

１ １１月７日に会計検査院から内閣総理大臣

に報告があった中で、本県で実施した森林整

備加速化・林業再生事業について、１件指摘

があった。対象年度は平成２２年度から平成

２６年度まで、事業内容は間伐が５２．６ヘ

クタール、作業道が１万１，６１１メートル、

事業主体はときがわ町にある協同組合彩の森

とき川である。 

２ 指摘内容は事業主体が実績報告の労務費等

を過大に記載し、補助金を過大に受給したと

いうもので、不当とされた金額は１，０４９

万８，７９９円、そのうち、国庫補助金は９

９８万２，１４６円である。不当とされた金

額については、年内に彩の森とき川が県に返

還し、そのうち国庫分については、年度内に

林野庁に返還する予定である。 

３ 県としては、このような事態が起きたこと

を重く受け止め、今後このようなことがない

よう、事業体への指導を徹底していく。具体

的な再発防止策については、原因として事業

体による事業の理解不足があり、県の検査、

事業体への指導も不十分であったことから、

実行経費の証拠書類の確認を検査内規に明記

するとともに、原則として２人以上で検査す

るように検査体制の見直しを行った。また、

出納総務課から講師を招き、担当者を対象と

した補助金の確認調査と財務会計についての

研修会を２回実施した。さらに、地域機関の

担当者を集め、これまでの確認調査の検証を

行った。この結果を踏まえ、年度内に各事業

体への指導要領、指導マニュアルを作成して

いく。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

１ 国費と県費の割合については、どのように

なっているか。 

２ 年度内に国に返還する見通しがあるという

ことでよいか。 

 

 

Ａ．森づくり課長 

１ 平成２４年度までは全額国費であったが、

それ以降の事業については、国費が９５％、

県費が５％である。 

２ 事業体から年内に県に返還するとの話を頂

いている。 

 

 

柳下委員 

しっかりお願いする。（要望） 
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◆所管事務に関する質問（「次世代技術実証・普

及センター（仮称）」による実証・普及体制に

ついて） 

 

Ｑ．柳下委員 

１ 先日の常任委員会では、この問題の報告が

全くなかったので、附帯決議に基づいてどの

ように事業を行うのかと思っていたところ、

委員長から、この報告のために本日委員会を

開催すると聞いた。通常であれば、資料も事

前に渡してもらって、ヒアリングなどの準備

をしている。執行部の対応がよく分からない

が、なぜ先日の委員会で行政課題報告を行わ

なかったのか。 

２ 私の地元所沢市では、大きなトマト農家が

あり、すごくおいしいトマトを作っている。

埼玉スマートアグリ推進事業について聴いた

ところ、「私はボイラーで温室を温めている 

が、料金が高い。イオンを応援するくらいな

ら、補助してもらえないのか」、「久喜試験場

は非常に遠いので、地元には何のメリットも

ない」という話をされた。データを一括管理

していくとのことだが、各地域の一般のトマ

ト生産農家にとって、具体的にはどのような

メリットがあるのか。 

 

 

Ａ．農林部長 

１ 執行部の中で、次世代技術実証・普及セン

ターの実証・普及体制についてしっかり議論

して、やっと委員の皆様にお伝えする機会を

頂けるような整理ができた。本当に大変恐縮

であったが、このたび緊急に説明のお願いを

させていただいた。 

 

 

2016 年 12 月 19 日 

Ａ．生産振興課長 

２ 実証・普及センターも含めて次世代技術の

研究を久喜試験場で行う。例えば、ＣＯ２の

施用、細霧冷房を使った温度管理、ＩＣＴを

使ったこれらの統合的な制御などを実証して

いく。また、これらの技術に加えて、新しい

資材の実証などもやっていく予定である。私

も所沢市の農家を訪ねて、いろいろとお話を

伺ったが、その中で「農家個人で新しい資材

や新しい技術を導入するのは非常にリスクで

ある」、「県でこのようなことをやってもらえ

るのは非常にありがたい」との話を頂いてい

る。このようなメリットがあるほか、これら

の技術が実証されて生産者の方へ普及できれ

ば、収量の増加、品質の向上が図られると考

えている。また、場所が遠いという点につい

ては、県内８か所にある各農林振興センター

を通じて、また、農業技術研究センターの革

新支援担当とも連携を取り各農家の隅々まで

成果を浸透させたいと考えている。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

１ しっかり議論してきたとのことだが、その

議論は常任委員会までに何回くらいどういう

形でやったのか。また、主な論点について示

してほしい。 

２ 農林振興センターを通じて、農家の隅々ま

で成果が浸透するようにしていくとのことだ

が、収益が向上する保証はない。具体的にど

のように行うのか。 

 

 

Ａ．農林部長 

１ この事業を実行していく際には、県がしっ

かり主体となって、主導的に生産農家の皆様
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の声に応えていく必要がある。我々として 

も、生産者の声を丁寧に聴き、また、事業の

実施主体であるコンソーシアムの皆様にも声

を聴きながら、様々なことを検討してきた。

例えば、１年目にどういったものを作ってい

くかなどいろいろなことを考えてきたが、や

っと皆様の前で御説明できる段取りとなり、

このたび委員会を開いていただいたところで

ある。御理解いただければと思う。 

 

 

Ａ．生産振興課長 

２ 例えば、農林振興センターごとに行なう研

修会、それから生産者のところにおもむき、

そこでの指導を通じて広めていきたいと考え

ている。また、久喜試験場は確かに遠いが、

見学していただく、また、実証・普及セン 

ターができるのでその場で解説する、という

ようなことを通じて、農林振興センター・農

業技術研究センター革新支援担当が連携した

中でお示ししていきたいと考えている。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

トマト農家の方たちは甘くておいしいトマト

を作るために、本当に頑張っておられる。しか

し、イオンがこの大きな施設を作った結果、ト

マトの価格が低下して、一般の農家では競争に

ならないという状況になってしまったら、何の

ための次世代技術実証・普及センターなのかと

なってしまうが、大丈夫なのか。 

 

 

Ａ．農林部長 

先ほども答弁したが、今後コンソーシアムが

主体となり、県が主体・主導的な役割を担いな

がら、県内生産者への実証・普及にしっかり取

り組んでいきたいと思っており、県内生産者の

不安をしっかり払拭して、県内生産者が事業の

メリットを享受できるように全力で取り組んで

まいる。 

 


